
 

 

大阪市水道局被服貸与要綱 
 

 

制  定 平成 14年４月 1日  

最近改正 令和７年６月 25日  

（目的）  

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市水道局（以下「局」という。）

の被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（被服の貸与） 

第２条 作業環境上、労働安全衛生上又は職務上、一定の被服の着用が必要であると認め

られる局に勤務する職員（特別職の非常勤職員を除く。以下「職員」という。）に対

し、当該被服を貸与する。ただし、職員課長が別に定める職員については、被服を貸与

しない。 

（貸与被服の品目等） 

第３条 前条の規定により職員に貸与する被服（以下「貸与被服」という。）の品目、制

式及び標準着用期間は、別表に定めるとおりとする。 

２ 貸与被服の貸与を受ける職員、貸与期間、数量及び貸与期日その他被服の貸与に必要

な事項については、職員課長が別に定める。 

（課長等に対する貸与） 

第４条 特別の事情があると職員課長が認める場合には、第２条の規定にかかわらず、課

長等（課長、場長及び所長をいう。以下同じ。）に対してその所管する事務に必要な被

服を貸与することができる。 

（貸与被服の取扱い） 

第５条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い、貸与被服を着用

しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、この限りで

ない。 

２ 職員は、貸与被服の貸与期間中、貸与被服を常に清潔にし、補修その他の手入れを怠

ってはならない。 

３ 貸与被服の補修に必要な経費は、職員が負担しなければならない。 

４ 職員は、貸与被服について次に掲げる行為を行ってはならない。 

 ⑴ 貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させること 

 ⑵ 変形及び改造すること 

 ⑶ 譲渡、売却その他の処分をすること 

（貸与被服の貸与停止等） 

第６条 前条第４項の規定に違反する行為その他被服の貸与において不正不実な行為を行

った職員には、以後、被服の貸与を停止又はその他の処分をすることがある。 

（貸与被服の返納） 

第７条 職員が退職、異動その他の理由により貸与被服の貸与を受ける資格を失ったとき

は、速やかにこれを清潔な状態にして返納しなければならない。ただし、特別の事情が

あると職員課長が認める場合は、返納を免除することがある。 

（賠償） 

第８条 次のいずれかに該当する場合、職員は、職員課長が別に定める額を局に対して賠

償しなければならない。ただし、相当の理由がある場合は、賠償額を減免することがで

きる。 

 ⑴ 故意又は過失により貸与被服を亡失又は破損したとき 

 ⑵ 第５条第４項の規定に違反したとき 



（実施の細目） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、職員課長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

（大阪市水道局被服貸与要綱及び管理職に対する作業用被服の貸与基準の廃止） 

２ 大阪市水道局被服貸与要綱（昭和36年10月３日局長決。以下「旧要綱」という。）及

び管理職に対する作業用被服の貸与基準（平成６年９月９日局長決）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の日の前日までに旧要綱の規定に基づいてなされた局被服の貸与又は

それに関する取扱い若しくは手続は、この要綱の規定に基づいてなされたものとみな

す。 

   附 則  

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則  

この改正規定は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正規定は、令和６年６月 21日から施行する。 

附 則 

この改正規定は、令和７年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第３条関係） 

 

  

品    目 

制      式 

標準着用期間 

上  衣   下  衣 

冬作業服 ブルゾン型 普通作業ズボン型 

 通 年 

冬作業服ＶＣ製 
ブルゾン型 

 (難燃性生地使用) 

普通作業ズボン型  

(難燃性生地使用) 

夏作業服 開襟シャツ型 普通作業ズボン型  ７月から９月まで 

ファン付き 

作業服 
ブルゾン型  ７月から９月まで 

防寒作業服 カストロコート型  
11 月から翌年３月 

まで 

略帽 キャップ型 

通 年 

（課長等が必要と認 

める場合） 

運動靴 短 靴 

通 年 

（課長等が必要と認 

める場合） 

スニーカー型安全

靴 
先芯入り短靴 

半長安全靴 先芯入り半長靴 


